
 

 

京都市訓令甲第   号 

庁 中 一 般 

京都市事業所の長等専決規程の一部を次のように改正する。 

令和６年３月２９日 

京都市長  松 井 孝 治 

第１条中「事業所の長」の右に「、センター長」を加え、「、センター長」を削る。 

第４条中「院長」を「センター長」に改める。 

別表第２市税事務所納税室収納対策課長及び諸税・高額徴収担当課長の項中「及び諸税・

高額徴収担当課長」を削り、同項の次に次の１項を加える。 

市税事務

所納税室

諸税・高額

徴収担当

課長 

⑴ 市税（府民税を含む。）に係る徴収金及び徴収の嘱託を受けた市町

村税（都道府県民税を含む。）に係る徴収金の徴収に関すること。ただ

し、差押財産の換価に関するものを除く。 

⑵ 支出命令及び振替命令並びに出納（物品に係るものを除く。）の通

知に関すること。 

別表第２市税事務所納税室納税第一課長、納税第二課長、納税第三課長、納税第四課長、

納税第五課長及び納税第六課長の項に次の１号を加える。 

⑶ 軽易な公告の決定に関すること。 

別表第２動物園長の項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の

１号を加える。 

⑷ エサ代サポーター制度に係る寄付受納及び収入決定に関すること。 

別表第２動物園長の項の次に次の１項を加える。 

動物園総

務課長 

⑴ エサ代サポーター制度に係る１件１，０００，０００円以下の寄付

受納及び収入決定に関すること。 

別表第２こころの健康増進センター相談援助課長の項に次の１号を加える。 

⑺ 市民税均等割を減免する措置を廃止することに伴う経過措置に係る対象者の決定、

支給決定及び支出決定（担当事務に関するものに限る。）に関すること。 

別表第３医療衛生推進室長の項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、同項第１

号中「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を「予防接種法及び感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に改め、同号を同項第２号とし、

同項に第１号として次の１号を加える。 

２２



 

 

⑴ 予防接種用接種液の調達決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること。 

別表第３医療衛生推進室予防接種担当部長の項を削る。 

別表第４児童福祉センター院長の項中「児童福祉センター院長」を「児童福祉センター

長」に改める。 

別表第４発達相談所発達相談課長及び第二児童福祉センター発達相談課長の項に次の

１号を加える。 

⒂ 市民税均等割を減免する措置を廃止することに伴う経過措置に係る対象者の決定、

支給決定及び支出決定（担当事務に関するものに限る。）に関すること。 

別表第５元離宮二条城事務所長の項第４号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１

号を加える。 

⑷ 世界遺産・二条城一口城主募金に係る寄付受納及び収入決定に関すること。 

別表第５元離宮二条城事務所総務課長の項第２２号を同項第２３号とし、同項第２１号

の次に次の１号を加える。 

(22) １件１，０００，０００円以下の世界遺産・二条城一口城主募金に係る寄付受納及

び収入決定に関すること。 

別表第５動物愛護センター所長の項中第１２号を第１８号とし、第４号から第１１号ま

でを６号ずつ繰り下げ、第３号を第７号とし、同号の次に次の２号を加える。 

⑻ 法第２６条による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。 

⑼ 法第２８条による変更の許可に関すること。 

別表第５動物愛護センター所長の項第２号を同項第６号とし、同項第１号中「動物の愛

護及び管理に関する法律（次号及び第３号において「」及び「」という。）」を削り、同号

を同項第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

⑸ 法第１６条による廃業等の届出に関すること。 

別表第５動物愛護センター所長の項に第１号から第３号までとして次の３号を加える。 

⑴ 動物の愛護及び管理に関する法律（以下この項において「法」という。）第１１条に

よる登録の実施に関すること。 

⑵ 法第１２条による登録の拒否に関すること。 

⑶ 法第１３条による登録の更新に関すること。 

 別表第５土木みどり事務所長の項第９号中「次号及び第１１号」を「以下この号及び次

号」に改め、「よる許可」の右に「並びにこれらに伴う条例第１２条の３第１項による使用



 

 

料の減免」を加え、同項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、第１３号から第２

５号までを１号ずつ繰り上げる。 

 別表第５南部区画整理事務所長の項に次の１号を加える。 

 ⒀ 土地区画整理事業保留地処分における入札保証金、抽選保証金及び契約保証金の納

付及び還付に関すること。 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 

 

 

 


